
　〇 管内の主要な交差点においては、取締りのほか、朝夕の交差点活動を実施します。
　〇 幹線道路以外の通学路や細街路を重点とした可搬式オービスの活用による速度取締りを実施します。

★★　重点路線以外の場所、時間帯でも、取締りを実施することがあります。　★★
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重点路線

大阪狭山線

大阪環状線

重点時間帯

7：００～１２：００

１３：００～１７：００

規制速度

６０Kｍ/ｈ

注意！　朝・夕の通勤、通学時間帯に交通事故が多発しています。

その他の交通指導取締要点


